
東員町告示第３０号 

 

令和５年度一般廃棄物処理実施計画 

 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号。以下「法」という。）第 6条第

1項の規定により、一般廃棄物処理実施計画を次のとおり定めたから、東員町廃棄物の減量及び

適正処理に関する条例（平成 6年東員町条例第 6号）第 8条第 1項の規定により告示する。 

 

 令和５年 ３月３１日 

                                                                                    

東員町長 水谷 俊郎   

 

記 

 

基 本 方 針 

 

 令和５年度一般廃棄物処理実施計画 

【１】 一般廃棄物の処理の現状に関する事項 

 １ 処理計画区域 

     東員町全域                   令和５年２月２８日現在 

面   積 ２２．６８ｋ㎡ 

人   口 ２５，９２０人  

世 帯 数 １０，１８６世帯 

計画処理人口 ２５，６４２人  

浄化槽人口 ２３６人  

非浄化槽人口 

（内自家処理人口） 

４７人  

（０人） 

下水道人口 ２５，４４６人  

 

 ２ 処理すべき一般廃棄物の種類 

  法第 2条第 1項に規定するもののうち、し尿、汚泥（浄化槽に係るものに限る。以下同じ）

ごみ、粗大ごみ及び動物の死体とする。 



一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み（令和 5年度分） 

 ・東員町ごみ年間処理量 

      可 燃 物         ４，８６８ｔ（委託業者搬入分） 

      不 燃 物           １４４ｔ（委託業者搬入分） 

      プラスチック           ２４４ｔ（委託業者搬入分） 

      資 源 ご み         １，００１ｔ（委託業者搬入分） 

      粗 大 ご み           ４６７ｔ（委託業者搬入分） 

      小型家電              ８４ｔ（委託業者引取） 

      有害ごみ              １５ｔ（委託業者引取） 

      事業系一般廃棄物         ６５５ｔ（一般搬入分） 

 ・し尿、汚泥年間処理量 

      桑名広域環境管理センター ７７９，８５９ｋｌ 

      自家処理量              ０ｋｌ 

 

【２】 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項 

 ・生ごみ堆肥化容器等購入補助金 

   東員町では、ごみの減量化を目的として、生ごみ堆肥化容器等を購入された方に、補助金

を交付する。 

 ・生ごみ堆肥化容器 

 （内容）東員町に住所を有する方が、生ごみ堆肥化容器を購入し申請があった場合、購入額の

２分の１（最高限度額４，０００円）の補助金を交付する。 

 ・生ごみ処理機 

 （内容）東員町に住所を有する方が、生ごみ処理機を購入し申請があった場合、購入額の２分

の１（最高限度額３０，０００円）の補助金を交付する。 

・資源ごみ収集団体育成助成金 

   東員町では、ごみの減量と再資源化を図るため、資源ごみを収集する団体で、営利を目的

としない団体に助成金を交付する。 

（内容） 紙  類   １ ｋ ｇ 当 り ６ 円 

      布  類   １ ｋ ｇ 当 り ６ 円 

・生ごみ堆肥化 

ＮＰＯ「生ごみリサイクル思考の会」を中心とした生ごみ堆肥化を推進する。 

（排出量見込み） 

生ごみ          ２１，２４０kg  

 

 

【３】 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分及び排出量の見込み 

                                  （令和 5年度分） 

 ・飲食用の空き瓶、空き缶 

  不燃物として排出される飲食用の空き瓶、空き缶を分別して収集し、再資源化を図る。 

  



 

（排出量見込み） 

  空き瓶   無 色   ６０，８２０㎏ 

        茶 色   ４５，５００㎏ 

        その他   ２７，３６０㎏ 

  空き缶   アルミ缶  ２９，９３０㎏ 

        スチール缶 １７，８３０㎏ 

 

・飲料用のペットボトル 

 飲料用のペットボトルを分別して収集し、再資源化を図る。 

 （排出量見込み）    

ペットボトル      ５８，０８０㎏ 

 

・新聞雑誌等 

 新聞・雑誌等を分別して収集し、再資源化を図る。 

 （排出量見込み） 

  新聞         ２７１，２５８㎏ 

  雑誌         １８０，７１１㎏ 

  雑紙          ４４，９１０㎏ 

ダンボール      １６３，８８５㎏ 

  牛乳パック       １１，６０５kg 

衣類          ８０，７１０㎏ 

   

・廃蛍光管・蛍光球 

 廃蛍光管・蛍光球を分別して収集する。 

 （回収量見込み）      ３，３００kg 

 

・プラスチック 

 プラスチック類を分別して収集し、再資源化を図る。 

 （排出量見込み）    ２４３，５１０㎏ 

 

・スプレー缶 

 従来の不燃物による回収日から分離して、スプレー缶を月１回回収する。 

 （排出量見込み）      ６，８８０㎏ 

 

・廃食用油 

 廃食油を各幼稚園・保育園分及び一般家庭から月１回回収する。 

 （回収量見込み）      ８，２００L 

 

 



・廃乾電池 

 月１回 

 また、役場庁舎、笹尾連絡所、ふれあいセンターに回収ボックスを設置し回収する。 

 （回収量見込み）     １１，５５０kg 

 

・事業系一般廃棄物    ６５４，７００kg 

 

・小型家電製品・パソコン 

 粗大ごみの日に家電製品のコーナーにコンテナを設置して、小型家電製品を入れていただく。 

 パソコンもこの回収で引き取りを行う。 

 また、役場庁舎、笹尾連絡所には回収ボックス、資源ごみストックヤードにはコンテナを設置

し回収する。 

 （回収量見込み）     ８３，６４０kg 

 

【４】 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

  （１）し尿 

   【イ】収 集  許可業者が、随時に収集する。（業者直接） 

   【ロ】運 搬  許可業者が、桑名広域環境管理センターへ運搬する。 

   【ハ】処 分  桑名広域環境管理センターにおいて処理する。 

   

（２）浄化槽汚泥 

   【イ】収 集  し尿と同じ。 

   【ロ】運 搬  し尿と同じ。 

   【ハ】処 分  し尿と同じ。 

      許可業者（収集、運搬） 

・株式会社 コスモ 

桑名市大字播磨字岸西下２５４５番地 

・有限会社 サンケイ開発 

いなべ市大安町石榑南１０２２番地 

      ・有限会社 員弁地区衛生社 

いなべ市大安町南金井５４９番地 

        ※下水道整備により業務量が減少しているため、収集・運搬許可について上記業

者以外は許可しない。 

      処理施設 

      ・桑名広域環境管理センター 桑名・員弁広域連合 

         桑名市大字上之輪新田字永長７０７番地 

 

  （３）家庭系廃棄物 

      委託業者（収集・運搬） 

・公益社団法人 シルバー人材センター 



員弁郡東員町大字六把野新田１４３番地１ 

・株式会社 コスモ 

桑名市大字播磨字岸西下２５４５番地 

・有限会社 サンケイ開発 

いなべ市大安町石榑南１０２２番地 

・有限会社 員弁地区衛生社 

いなべ市大安町南金井５４９番地 

   【イ】出し方 

      個人で、毎月別表１による指定日に東員町の定める集積所（笹尾，城山地区は各戸

収集）に可燃物、不燃物、プラスチック類を分別し、町指定のごみ袋に収納し、世

帯主の氏名を記載して排出する。 

   【ロ】収集、運搬 

      委託業者をして、別表１による指定日（例外あり）に東員町の定める集積所から収

集し、（笹尾，城山地区は各戸収集）桑名広域清掃事業組合まで運搬する。ただし、

一時に１００㎏以上の多量の家庭系廃棄物を排出する場合は、自ら桑名広域清掃

事業組合まで運搬する。 

      町内集積場数  １６２ヵ所 （笹尾，城山地区は各戸収集） 

   【ハ】処分 

      桑名広域清掃事業組合において処分する。 



（別表１） 

  可 燃 物 

   （収集地区）            （収集曜日） 

    神田、笹尾西、城山１、２丁目    毎週月・木曜日 

    稲部、三和、笹尾東、城山３丁目   毎週火・金曜日 

 

  不 燃 物 

（収集地区）    （収集曜日）    （収集地区）     （収集曜日） 

    神田        毎月第１金曜日   笹尾東１・２丁目 毎月第２木曜日 

    稲部、三和     毎月第１木曜日 笹尾東３・４丁目   毎月第３木曜日 

    笹尾西１・２丁目  毎月第２金曜日 城山 １・２丁目   毎月第４金曜日 

    笹尾西３・４丁目  毎月第３金曜日 城山  ３丁目     毎月第４木曜日 

     

  飲料用の空き瓶、空き缶 

   （収集地区）            （収集曜日） 

神田、稲部、三和地区       第１，第３ 土・日曜日  

    笹尾西、笹尾東、城山地区     第２，第４ 土・日曜日  

 

飲料用のペットボトル 

   （収集地区）            （収集曜日） 

    笹尾西、笹尾東、城山地区     第１，第３ 土・日曜日  

    神田、稲部、三和地区       第２，第４ 土・日曜日  

 

  プラスチック類 

   （収集地区）            （収集曜日） 

    全地区              毎週水曜日 

 

  廃乾電池 

（収集地区）            （収集曜日） 

神田・稲部・三和地区             毎月第１週の土・日曜日 

笹尾・城山地区                毎月第２週の土・日曜日   

 

  スプレー缶・廃食用油 

神田・稲部・三和地区             毎月第３週の土・日曜日 

笹尾・城山地区                毎月第４週の土・日曜日   

  

  



  （４）粗大ごみ 

   【イ】出し方 

      粗大ごみ収集日に、粗大ごみ搬入券を使用して東員町最終処分場内粗大ごみ置場

へ各自搬入する。 

   【ロ】運搬 

      委託業者が桑名広域清掃事業組合まで運搬する。 

   【ハ】処分 

      委託業者が桑名広域清掃事業組合において処分する。 

 

  （５）東員町最終処分場に係るごみ 

   【イ】収集運搬 

      土砂、瓦礫その他これに類するものは個々に東員町役場みらい環境課、または、笹

尾連絡所において許可を受けて東員町最終処分場まで運搬する。 

   【ロ】処  分 

      委託業者により東員町最終処分場において整地する。 

       

  （６）東員町資源ごみストックヤードに係るごみ 

   【イ】収集運搬 

      家庭系廃棄物委託業者が資源ごみとして収集した新聞、雑誌、段ボール、紙パック、

布、ペットボトル、びん、缶、スプレー缶、廃食用油、電池、蛍光管、蛍光球及び

直接住民からの同品搬入物を東員町資源ごみストックヤードにおいて一時保管及

び処理して受け入れ先へ同委託業者が搬出する。 

 

  （７）動物〔犬、猫その他類〕の死体 

      土地、動物の占有者（占有者がいない場合は、管理者）が処分できない場合に限り、

町において届け出を受け処分する。 

   【イ】収集、運搬 

      東員町役場みらい環境課職員及び不法投棄啓発車両運行業務委託業者、桑名建設

事務所保全室保全課が届け出により収集し、東員町斎苑まで運搬する。 

   【ロ】処  分 

      東員町斎苑において火葬する。 

      東員町大字鳥取１８８３番地２２  東 員 町 斎 苑 


